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特
集
１　
「
終
わ
ら
な
い
」戦
争

日
本
軍
と
朝
鮮
人
軍
属

第
二
次
世
界
大
戦
終
結
後
、
英
米
を
は
じ
め
と

す
る
連
合
国
は
日
本
の
戦
争
犯
罪
を
裁
く
た
め
の

裁
判
（
戦
争
裁
判
）
を
行
な
い
ま
し
た
。
戦
争
指
導

者
を
Ａ
級
戦
犯
と
し
て
裁
い
た
「
極
東
国
際
軍
事

裁
判
」（
東
京
裁
判
）
は
有
名
で
す
が
、
こ
の
ほ
か

に
「
通
例
の
戦
争
犯
罪
、
人
道
に
対
す
る
罪
」
を

裁
く
た
め
の
「
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
裁
判
」
が
日
本
の
内

外
で
開
か
れ
ま
し
た
。

こ
の
裁
判
で
、
日
本
軍
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
（
タ

イ
・
マ
レ
ー
シ
ア
・
ジ
ャ
ワ
）
各
地
の
俘
虜
収
容
所

に
捕
虜
監
視
員
（
身
分
は
軍
属
）
と
し
て
動
員
さ
れ

た
、植
民
地
の
朝
鮮
人
１
４
８
名（
う
ち
死
刑
23
名
）、

台
湾
人
１
７
３
名
（
う
ち
死
刑
21
名
）
の
青
年
た
ち

が
戦
犯
と
し
て
裁
か
れ
ま
し
た
。

捕
虜
に
関
す
る
「
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
第
３
条
約
」
に

違
反
し
て
い
た
日
本
軍
は
捕
虜
に
強
制
労
働
を
さ

せ
、
泰
緬
鉄
道
や
軍
用
飛
行
場
な
ど
の
建
設
を
各

地
で
進
め
ま
し
た
。
重
労
働
に
伝
染
病
の
蔓
延
が

追
い
討
ち
を
か
け
、
医
療
や
医
薬
品
も
ろ
く
に
与

え
ら
れ
ぬ
ま
ま
、
多
く
の
捕
虜
が
命
を
奪
わ
れ
ま

し
た
。
捕
虜
監
視
員
と
な
っ
た
朝
鮮
人
軍
属
は
、

「
韓
国
・
朝
鮮
人
元
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
者
同
進
会
」の
歩
み
と
今
後

朴
來
洪

「
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
」
の
存
在
も
教
え
ら
れ
ぬ
ま

ま
、
ひ
た
す
ら
上
官
へ
の
服
従
を
強
い
ら
れ
て
い

た
の
で
す
。

し
か
し
、
捕
虜
に
な
っ
た
人
た
ち
に
と
っ
て
監

視
員
は
最
も
身
近
に
い
る
「
日
本
軍
兵
士
」
で
す
。

自
分
達
を
苦
し
め
、
仲
間
を
死
に
追
い
や
っ
た
日

本
軍
へ
の
恨
み
は
、
当
然
の
よ
う
に
そ
の
矛
先
を

彼
等
に
向
け
ま
す
。
こ
う
し
て
、
俘
虜
虐
待
政
策

を
遂
行
し
た
張
本
人
で
あ
る
日
本
政
府
や
日
本
軍

上
層
部
は
責
任
を
免
れ
、
代
わ
り
に
日
本
軍
の
最

末
端
に
組
み
込
ま
れ
た
植
民
地
支
配
の
被
害
者
の

青
年
た
ち
が
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
を
理
不
尽
と
い
う
言
葉
で
片
づ
け
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。

日
本
の
戦
争
責
任
は
、
な
ぜ
安
易
に
植
民
地
出

身
者
に
肩
代
わ
り
で
き
た
の
か
？　

連
合
国
は
裁

判
で
、
な
ぜ
支
配
者
で
あ
る
日
本
軍
の
罪
責
を
被

植
民
地
の
人
に
償
わ
せ
る
こ
と
を
し
た
の
か
？　

こ
れ
は
連
合
国
が
植
民
地
宗
主
国
で
あ
る
た
め
、

東
南
ア
ジ
ア
を
植
民
地
同
様
に
治
め
て
い
た
日
本

の
立
場
を
追
認
し
た
か
ら
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

日
本
国
籍
喪
失
後
も　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
本
人
と
し
て
科
刑
さ
れ
る

１
９
４
８
年
8
月
、
大
韓
民
国
樹
立
。
１
９
５ 

１
年
1
月
、
前
年
8
月
に
南
方
か
ら
横
浜
に
移
送

さ
れ
た
私
の
父
た
ち
朝
鮮
人
戦
犯
者
は
ス
ガ
モ
・

プ
リ
ズ
ン
に
収
監
。
１
９
５
２
年
4
月
サ
ン
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
発
効
。
条
約
発
効
直
前
の
法

務
府
民
事
局
長
通
達
に
よ
り
、
ス
ガ
モ
で
戦
犯
と

し
て
服
役
さ
せ
ら
れ
て
い
た
朝
鮮
人
・
台
湾
人
は

日
本
国
籍
を
喪
失
（
恩
給
、年
金
の
対
象
外
と
さ
れ
る
）。

同
6
月
14
日
、
日
本
国
籍
を
喪
失
し
た
た
め
、
朝

鮮
人
29
名
、
台
湾
人
１
名
が
人
身
保
護
法
に
基
づ

く
即
時
釈
放
を
請
求
。
同
7
月
30
日
、
最
高
裁
は

「
科
刑
時
が
日
本
人
で
あ
る
」
と
し
て
請
求
却
下
、

拘
禁
継
続
。

同
進
会
前
会
長
李イ

鶴ハ
ン

来ネ

氏
が
よ
く
言
わ
れ
て
い

ま
し
た
。「
都
合
の
い
い
と
き
は
日
本
人
、
都
合

が
悪
く
な
る
と
第
三
国
人
」
と
。

こ
の
歴
史
的
事
実
に
対
し
て
、「
ふ
ざ
け
る
な
」

と
思
い
ま
す
。
李
前
会
長
の
言
葉
に
心
の
底
か
ら

共
感
し
ま
す
。
１
９
５
４
年
12
月
29
日
に
父
、
朴パ

ク

昌チ
ャ
ン

洪ホ

は
釈
放
後
の
住
宅
・
就
職
・
生
活
資
金
を

要
求
す
る
が
認
め
ら
れ
な
い
た
め
仮
釈
放
を
拒

否
。
１
９
５
５
年
１
月
に
強
制
出
所
さ
せ
ら
れ
、

１
９
５
６
年
に
仲
間
２
名
も
仮
釈
放
を
拒
否
し
ま

し
た
が
、
強
制
的
に
出
所
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
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特
集
１　
「
終
わ
ら
な
い
」戦
争

同
進
会
の
結
成
、
日
韓
基
本
条
約
の
対
象
外

１
９
５
５
年
4
月
1
日
、
約
70
名
で
「
韓
国
出

身
戦
犯
者
同
進
会
」
を
設
立
。
基
本
的
人
権
・
生

活
権
確
保
の
た
め
日
本
政
府
と
交
渉
、
鳩
山
一
郎

首
相
に
要
請
書
（
１
．
早
期
釈
放
、
日
本
人
戦
犯
者
と

の
差
別
待
遇
撤
廃
。
２
．
出
所
後
の
生
活
保
障
。
３
．
遺

骨
送
還
、
国
家
補
償
）
を
提
出
（
現
在
ま
で
歴
代
31
人
の

首
相
に
提
出
）。
１
９
５
７
年
に
巣
鴨
刑
務
所
か
ら

全
員
が
釈
放
さ
れ
る
。
同
進
会
の
政
府
と
の
交
渉

の
結
果
、
寮
が
確
保
で
き
、
後
に
都
営
住
宅
に
優

先
的
に
入
居
で
き
ま
し
た
。

１
９
６
０
年
、
同
進
会
は
今
井
知
文
医
師
の
支

援
を
受
け
、
タ
ク
シ
ー
会
社
を
設
立
し
、
生
活
基

盤
の
安
定
へ
。

１
９
６
５
年
、「
日
韓
基
本
条
約
・
請
求
権
協
定
」

が
締
結
さ
れ
る
と
、
日
本
政
府
は
「
戦
犯
問
題
を

含
め
補
償
問
題
は
最
終
的
に
解
決
済
み
」
の
態
度

に
転
じ
同
進
会
の
面
会
に
政
府
高
官
が
応
じ
な
く

な
り
ま
す
。

他
方
、
韓
国
政
府
は
「
戦
犯
問
題
は
当
初
か
ら

日
本
に
対
す
る
請
求
の
対
象
外
」
と
の
見
解
で
し

た
。し

か
し
、
事
実
は
１
９
５
２
年
、
日
韓
基
本
条

約
の
予
備
会
談
で
、「
戦
犯
問
題
は
別
途
研
究
す

る
」
と
の
日
本
側
の
提
案
に
よ
り
、
日
韓
基
本
条

約
の
議
題
か
ら
外
さ
れ
た
の
で
す
。こ
の
こ
と
は
、

２
０
０
５
年
に
韓
国
政
府
が
公
開
し
た
日
韓
会
談

議
事
録
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。

１
９
７
９
年
か
ら
遺
骨
送
還
は
進
ん
で
い
ま
す

が
、
２
０
１
６
年
現
在
、
目
黒
祐
天
寺
に
北
朝
鮮

出
身
の
4
体
の
ご
遺
骨
が
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

１
９
７
８
年
、
現
在
「
同
進
会
を
応
援
す
る

会
」
の
代
表
で
あ
る
内
海
愛
子
先
生
が
同
進
会
を

訪
れ
、
当
時
の
会
長
李イ

大デ

興フ
ン

、
李
鶴
來
さ
ん
に
会

い
、
１
９
８
２
年
に
『
朝
鮮
人
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
の
記

録
』を
出
版
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
ま
で
の
同
進
会
は
、

日
本
社
会
か
ら
ず
っ
と
無
視
、
差
別
さ
れ
た
歴
史

が
、
１
９
６
０
年
代
半
ば
か
ら
四
半
世
紀
以
上
続

き
、
こ
の
間
は
同
進
会
に
と
っ
て
先
の
見
え
な
い

孤
独
の
戦
い
で
し
た
。

司
法
に
よ
る
棄
却
と
立
法
府
へ
の
訴
え

１
９
９
１
年
に
よ
う
や
く
東
京
地
裁
に
提
訴

し
、
運
動
の
場
は
司
法
の
場
に
移
り
ま
す
。
提
訴

に
先
駆
け
て
「
日
本
の
戦
争
責
任
を
肩
代
わ
り

さ
せ
ら
れ
た
韓
国
人
・
朝
鮮
人
戦
犯
を
支
え
る

会
」
が
結
成
さ
れ
、
裁
判
を
通
し
て
運
動
の
輪
が

広
が
り
、
支
援
の
市
民
運
動
と
連
携
し
た
活
動
に

な
り
ま
す
。
し
か
し
、
１
９
９
６
年
東
京
地
裁
、

１
９
９
８
年
東
京
高
裁
、
１
９
９
９
年
最
高
裁
で

償
い
の
訴
え
は
棄
却
さ
れ
、
敗
訴
し
ま
す
。
い
ず

れ
の
判
決
文
に
も
付
言
が
あ
り
、
そ
れ
を
手
掛
か

り
に
、
今
度
は
立
法
府
に
解
決
を
求
め
る
運
動
に

切
り
替
わ
り
ま
す
。
司
法
は
自
ら
判
断
せ
ず
、
立

法
に
ゲ
タ
を
預
け
た
の
で
す
。

２
０
０
３
年
に
衆
議
院
内
閣
委
員
会
で
石
毛
瑛

子
議
員
が
福
田
康
夫
官
房
長
官
に
「
韓
国
・
朝
鮮

人
元
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
者
問
題
」
に
つ
い
て
の
見
解
を

求
め
、官
房
長
官
か
ら「
戦
争
と
い
う
こ
と
は
あ
っ

た
に
し
て
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
大
変
な
負
担

を
与
え
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て

十
分
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
い
う

答
弁
を
引
き
出
し
ま
す
。

２
０
０
５
年
に
は
「
同
進
会
成
立
50
周
年
」
を

記
念
し
た
集
会
が
参
議
院
議
員
会
館
で
与
野
党
の

議
員
の
出
席
と
と
も
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

２
０
０
６
年
に
韓
国
政
府
が
元
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
者

の
動
員
被
害
認
定
を
行
な
い
、
韓
国
で
の
名
誉
回

復
が
実
現
し
た
こ
と
を
受
け
て
「
名
誉
回
復
を
祝

う
会
」
が
東
京
で
開
催
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
を
機

に
「
同
進
会
を
応
援
す
る
会
」
も
結
成
さ
れ
ま

す
。
２
０
０
７
年
ソ
ウ
ル
で
韓
国
遺
族
会
が
結
成

さ
れ
、
韓
国
遺
族
会
（
の
ち
韓
国
同
進
会
、
会
長
姜カ

ン

道ド

元ウ
ォ
ン

）
と
も
一
緒
に
働
き
か
け
て
、
２
０
０
８
年
に

初
め
て
衆
議
院
に
「
特
定
連
合
国
裁
判
被
拘
禁
者

特
別
給
付
金
支
給
案
」
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ

れ
は
在
日
本
大
韓
民
国
民
団
な
ど
に
も
支
援
が
広

が
り
ま
し
た
（
同
法
案
は
民
主
党
が
提
出
。
２
０
０
９

年
の
衆
議
院
解
散
に
と
も
な
い
審
議
未
了
で
廃
案
）。

二
度
の
政
権
交
代
を
経
て
２
０
１
６
年
か
ら
超

党
派
の
日
韓
議
員
連
盟
（
額
賀
福
志
郎
会
長
）
が
再

度
法
案
提
出
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
く
だ
さ
り
、

現
在
に
至
っ
て
い
る
こ
と
は
ご
存
じ
の
通
り
で
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特
集
１　
「
終
わ
ら
な
い
」戦
争

す
。
残
念
な
が
ら
、
与
党
内
の
調
整
が
進
ま
ず
、

日
韓
議
連
で
了
承
さ
れ
た
法
案
の
足
踏
み
状
態
が

７
年
近
く
続
い
て
い
ま
す
。

今
年
の
第
44
回
日
韓
議
員
連
盟
・
韓
日
議
員
連

盟
合
同
総
会
で
採
択
・
発
表
さ
れ
た
共
同
声
明
で

は
、「
両
国
の
議
員
連
盟
は
、
韓
国
人
元
Ｂ
Ｃ
級

戦
犯
者
の
名
誉
回
復
の
問
題
に
つ
い
て
、
早
期
に

解
決
が
で
き
る
よ
う
に
日
韓
両
国
で
立
法
措
置
を

含
め
た
具
体
的
な
取
り
組
み
を
進
め
る
こ
と
と
し

た
」
と
、
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
だ
表
現
に
な
り

ま
し
た
。

李
鶴
來
会
長
の
死
と
今
日
ま
で

２
０
２
１
年
3
月
28
日
、
同
進
会
設
立
時
か
ら

牽
引
し
て
き
た
李
鶴
來
会
長
が
逝
去
し
ま
し
た
。

驚
き
と
悔
し
さ
で
胸
が
痛
く
、
私
は
現
実
が
受
け

止
め
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
4
月
1
日
の
同
進
会

設
立
66
周
年
の
衆
議
院
第
二
議
員
会
館
の
集
会
も

李
鶴
來
会
長
の
追
悼
の
会
に
な
り
、
そ
の
日
参
加

し
て
い
た
だ
い
た
議
員
の
先
生
方
の
落
胆
は
と
て

も
大
き
い
も
の
で
し
た
。

そ
の
夜
の
お
通
夜
、
翌
日
の
告
別
式
は
コ
ロ
ナ

の
影
響
で
家
族
葬
に
な
り
ま
し
た
が
、
内
海
愛
子

先
生
、
今
村
嗣
夫
弁
護
団
長
、
応
援
す
る
会
の
世

話
人
の
皆
様
と
、
李
鶴
來
会
長
と
私
が
住
む
、
地

元
の
「
同
進
会
」
を
応
援
す
る
西
東
京
市
民
の
会

の
皆
様
に
も
参
列
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
も
ち

ろ
ん
同
進
会
の
遺
族
も
参
列
し
ま
し
た
。

8
月
31
日
に
は
、
２
０
１
４
年
10
月
14
日
に
李

鶴
來
同
進
会
会
長
、
姜
道
元
韓
国
同
進
会
会
長
ら

10
人
が
提
訴
し
た
憲
法
請
願
に
対
し
て
、
韓
国
の

憲
法
裁
判
所
か
ら
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
ま
し
た
。

ソ
ウ
ル
の
代
理
人
か
ら
の
報
告
で
は
、
憲
法
裁
判

所
は
請
求
人
の
訴
え
を
退
け
、
韓
国
人
元
Ｂ
Ｃ
級

戦
犯
者
問
題
に
関
す
る
韓
国
政
府
の
不
作
為
は
、

大
韓
民
国
憲
法
違
反
に
は
該
当
し
な
い
と
の
こ

と
。
極
め
て
残
念
な
判
断
で
あ
り
こ
の
決
定
を
下

し
た
憲
法
裁
判
所
を
批
判
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

11
月
22
日
か
ら
25
日
ま
で
、
千
代
田
区
立
九
段

生
涯
学
習
館
２
Ｆ
「
九
段
ギ
ャ
ラ
リ
ー
」
で
、「
戦

後
70
年
間
も
不
条
理
を
問
い
続
け
て
き
た
李
鶴
來

会
長
の
歩
み
か
ら
何
を
学
ぶ
か
」
を
考
え
る
追
悼

写
真
展
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
多
く
の
方
に
李
鶴

來
会
長
の
思
い
出
を
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た

（
約
２
５
０
名
来
場
）。

２
０
２
２
年
4
月
1
日
同
進
会
設
立
67
年
、
外

国
籍
元
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
者
問
題
解
決
の
た
め
の
早
期

立
法
を
求
め
る
集
会
・
請
願
署
名
提
出
（
衆
議
院

第
二
議
員
会
館
、
参
加
者
約
40
名
）。

同
年
11
月
12
日
同
進
会
総
会
を
開
き
、
会
長
朴パ

ク

来ネ

洪ホ
ン

、副
会
長
に
畠
谷
吉
秋
が
選
出
さ
れ
ま
し
た
。

同
進
会
を
設
立
し
た
当
事
者
は
い
な
く
な
り
ま
し

た
が
、
そ
の
意
思
を
引
き
継
ぎ
、
立
法
成
立
と
韓

国
・
朝
鮮
人
元
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
者
問
題
に
つ
い
て
、

こ
れ
か
ら
も
韓
国
や
日
本
の
皆
様
に
伝
え
て
い
き

た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

11
月
25
日
、「
李
鶴
來
さ
ん
を
偲
ぶ
会
」
が
在

日
本
大
韓
民
国
民
団
中
央
会
館
8
階
ホ
ー
ル
で
開

催
さ
れ
、
約
80
名
が
集
い
、
オ
ン
ラ
イ
ン
同
時
配

信
で
も
多
く
の
方
に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。

不
条
理
と
闘
い
続
け
た
李
鶴
來
前
会
長
か
ら
受
け

継
い
だ
も
の
の
大
き
さ
を
再
確
認
い
た
し
ま
し

た
。２

０
２
３
年
4
月
5
日
、同
進
会
設
立
68
周
年
、

「
外
国
籍
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
者
問
題
解
決
の
た
め
の
早

期
立
法
を
願
う
集
い
」（
衆
議
院
第
二
議
員
会
館
、
参

加
者
訳
50
名
）
を
開
催
。

8
月
10
日
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
下
、
戦
後
78
年
を

迎
え
、「『
８
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
』
に
訴
え
ま
す

　

残
さ
れ
た
戦
後
処
理
の
す
み
や
か
な
解
決
を
求

め
る
共
同
記
者
会
見
」
を
開
催
。
終
了
後
、
内
閣

府
に
岸
田
首
相
あ
て
要
請
書
提
出
（
会
見
団
体
／
全

国
空
襲
被
害
者
連
絡
協
議
会
、
民
間
戦
争
被
害
の
補
償
を

実
現
す
る
沖
縄
県
民
の
会
、
韓
国
・
朝
鮮
人
元
Ｂ
Ｃ
級
戦

犯
者
「
同
進
会
」
＆
「
同
進
会
」
を
応
援
す
る
会
、
シ
ベ

リ
ア
抑
留
者
支
援
・
記
録
セ
ン
タ
ー
）。

11
月
15
日
か
ら
18
日
に
か
け
て
、「
同
進
会
」

を
応
援
す
る
会
世
話
人
の
有
光
健
さ
ん
、
通
訳
を

し
て
く
だ
さ
る
許ホ

美ミ

善ソ
ン

さ
ん
と
私
が
韓
国
を
訪
問

す
る
予
定
で
す
。
韓
日
議
連
事
務
所
お
よ
び
韓
国

国
会
議
員
を
訪
問
し
て
、
韓
国
同
進
会
卞ピ

ョ
ン

光グ
ァ
ン

洙ス

理

事
と
合
流
、
姜
道
元
会
長
の
お
墓
参
り
を
予
定
し

て
い
ま
す
。

李
鶴
來
会
長
亡
き
後
、
大
勢
の
皆
様
に
支
え
て
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１　
「
終
わ
ら
な
い
」戦
争

は
じ
め
に
（「
台
湾
有
事
」
論
の
根
源
）

２
０
２
１
年
1
月
の
バ
イ
デ
ン
政
権
発
足
後
、

ア
メ
リ
カ
は
対
中
国
戦
略
を
「
同
盟
国
重
視
」
に

シ
フ
ト
し
た
。
Ａ
Ｕ
Ｋ
Ｕ
Ｓ
、
Ｉ
Ｐ
Ｅ
Ｆ
、
Ｑ
Ｕ

Ａ
Ｄ
等
を
中
心
に
し
て
対
中
包
囲
網
の
形
成
を
進

め
て
お
り
、
日
本
も
そ
の
中
で
役
割
を
求
め
ら
れ

て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
流
れ
を
概
観
す
る
と
以
下
の
通
り

で
あ
る
。
２
０
２
１
年
3
月
に
当
時
の
デ
ビ
ッ
ド

ソ
ン
米
軍
イ
ン
ド
太
平
洋
司
令
官
が
ア
メ
リ
カ
上

院
軍
事
委
員
会
で
「
中
国
は
6
年
以
内
に
台
湾
に

侵
攻
す
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
の
主
旨
の
発
言
を

行
な
い
、こ
れ
を
き
っ
か
け
に
し
て
い
わ
ゆ
る「
台

湾
有
事
」
が
耳
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ

の
動
き
に
歩
調
を
合
わ
せ
、
２
０
２
１
年
3
月
9

日
に
行
な
わ
れ
た
日
米
外
相
、
防
衛
相
会
談
（
2

「
国
家
防
衛
戦
略
」「
防
衛
力
整
備
計
画
」
の
、
い

わ
ゆ
る
「
安
保
三
文
書
」
を
改
訂
し
、
防
衛
予
算

を
２
０
２
３
年
度
か
ら
２
０
２
７
年
度
に
約
43
兆

円
増
額
、
２
０
２
７
年
度
に
防
衛
費
を
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ

比
２
％
に
す
る
こ
と
を
打
ち
出
す
と
と
も
に
「
敵

基
地
攻
撃
能
力
（
政
府
は
反
撃
能
力
と
呼
称
）」
の
保

有
を
明
確
に
し
た
。
他
国
か
ら
攻
撃
を
受
け
た
場

合
、
攻
撃
を
し
て
い
る
対
象
を
撃
退
す
る
必
要
最

小
限
の
自
衛
力
は
保
有
す
る
が
、
相
手
国
を
直
接

攻
撃
す
る
能
力
を
持
た
な
い
こ
と
を
宣
言
し
、
他

国
に
安
心
を
与
え
る
こ
と
で
自
国
の
安
全
を
確
保

し
て
い
た
「
専
守
防
衛
」
戦
略
を
変
更
す
る
と

い
う
戦
後
最
大
の
安
全
保
障
政
策
の
転
換
だ
が
、

こ
の
こ
と
も
憲
法
や
法
律
の
改
正
手
続
き
も
踏

ま
な
い
ま
ま
、
閣
議
決
定
の
み
で
行
な
わ
れ
た
。

２
０
２
２
年
2
月
24
日
に
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ

イ
ナ
侵
攻
が
起
こ
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
「
今

日
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
明
日
の
東
ア
ジ
ア
か
も
し
れ

な
い
」と
岸
田
文
雄
首
相
が
自
ら
発
言
す
る
な
ど
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
情
勢
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
で

軍
備
拡
張
を
進
め
る
動
き
が
顕
著
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
一
連
の
動
き
が
現
場
、
特
に
沖
縄

県
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
２
０
２
１
年
11
月
14

日
に
は
宮
古
島
に
地
対
艦
ミ
サ
イ
ル
が
搬
入
さ

れ
、
２
０
２
２
年
12
月
27
日
に
防
衛
省
が
与
那
国

島
に
地
対
空
ミ
サ
イ
ル
を
配
備
す
る
計
画
を
発

表
、
２
０
２
３
年
3
月
16
日
に
は
石
垣
島
に
陸
上

自
衛
隊
の
駐
屯
地
が
開
設
さ
れ
た
。
２
０
２
２
年

い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
に
深
く
感
謝
致
し
ま
す
。

「
同
進
会
」
を
応
援
す
る
会
、
な
ら
び
に
「
同
進

会
」
を
応
援
す
る
西
東
京
市
民
の
会
、「
同
進
会
」

を
応
援
す
る
大
阪
の
会
の
皆
様
、
こ
れ
か
ら
も
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
同
進
会
も
多
く
の

い
わ
ゆ
る「
台
湾
有
事
」に
つ
い
て

泉
川
友
樹

二
世
と
協
力
す
べ
く
頑
張
り
ま
す
。

今
後
と
も
皆
さ
ま
と
共
に
歩
ん
で
ゆ
く
所
存
で

す
。
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

（
２
０
２
３
年
11
月
14
日
、
記
）

　
　
（
パ
ク
・
ネ
ホ
ン
／
同
進
会
会
長
）

プ
ラ
ス
2
）
で
は
共
同
発
表
に
「
台
湾
海
峡
の
平

和
と
安
定
の
重
要
性
」
が
謳
わ
れ
、
次
い
で
4
月

16
日
の
日
米
首
脳
会
談
で
は
「
両
岸
問
題
の
平
和

的
解
決
」
が
共
同
声
明
に
盛
り
込
ま
れ
た
。
12
月

に
は
安
倍
晋
三
元
首
相
が
オ
ン
ラ
イ
ン
講
演
会
で

「
台
湾
有
事
は
日
本
有
事
で
あ
り
、
日
米
同
盟
の

有
事
で
あ
る
」
と
発
言
、
２
０
２
２
年
1
月
10
日

の
2
プ
ラ
ス
2
で
は
米
軍
と
自
衛
隊
が
緊
急
事
態

に
「
共
同
対
処
」
す
る
こ
と
が
盛
り
込
ま
れ
、
両

軍
の
運
用
一
体
化
の
方
向
性
が
打
ち
出
さ
れ
た
。

8
月
2
日
に
は
ペ
ロ
シ
米
下
院
議
長
が
中
国
の
強

い
反
対
を
顧か

え
り

み
る
こ
と
な
く
台
湾
訪
問
を
強
行
、

リ
ア
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
中
国
が
台
湾
海
峡
で
軍
事

演
習
を
実
施
し
、
外
交
の
不
調
が
軍
事
的
緊
張
を

招
く
事
態
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
経
過
を
経
て
、
日
本
政
府
は

２
０
２
２
年
12
月
16
日
に「
国
家
安
全
保
障
戦
略
」


	



